
ＲＫＫカップ争奪 
第２１回全国クラブチームサッカー選手権大会 

 

大  会  要  項 
 
◇大会目的 全国のサッカークラブチームによる全国規模の大会の実施を通じ、地域スポーツの発展と生涯

スポーツ振興に貢献する。アマチュアのクラブチームの全国大会への参加と体験を通じて全国
アマチュアプレーヤーに大きな夢を与えると共に、登録チームの加盟促進を図る大会とする。 

 
◇大会名称  第２１回全国クラブチームサッカー選手権熊本県予選 
 
◇大会名義 ［主  催］ 公益財団法人日本サッカー協会・全国社会人サッカー連盟 

［主  管］ （一社）熊本県サッカー協会・熊本県サッカー協会1種委員会社会人部会 
［共  催］ ＲＫＫ熊本放送 
［後  援］ 熊本日日新聞社 
［協  力］ （株）モルテン 

 
◇期    日  平成２６年７月６日・７月１３日・７月２０日 
 
◇会    場  熊本県民総合運動公園 スポーツ広場ほか 
 
◇参加資格 ①平成２６年度（公財）日本サッカー協会に登録を完了した第１種のクラブチームであること。 

②Ｊリーグ、ＪＦＬ、地域リーグ加盟チーム、及び自衛隊、自治体職員、大学、高専、専門学 
校の連盟加盟チームは、出場できない。 

③大学・高等専門学校・専門学校生の単独チームは認めない。但し、同一学校の選手が5名以内
であれば認められる。（法人名を冠したチームが参加できることになりました） 

④外国籍選手は３名までエントリーを認め、３名が出場できる。  
⑤出場できる選手は、参加申込書に記載された３０名に限る。但し、地域大会と全国大会に 
ついては、エントリーの変更を認める。 

⑥参加選手は、他のチームと二重登録されていないこと。（公財）日本サッカー協会発行の選手
証を試合会場へ持参すること。 

               
◇競技方法 試合時間は全て６０分とする。インターバルは１０分以内とし、勝敗の決しない場合は、PK方

式にて次戦への進出チームを決定する。 
決勝戦は２０分（前半１０分・後半１０分）の延長戦を行い、勝敗の決しない時は、PK方式 
にて優勝チームを決する。 

 
◇競技規則 ①競技規則は、平成２６年度（公財）日本サッカー協会制定の競技規則による。 

尚、選手交替は、試合毎の１８名のエントリー選手の中から７名までとする。 
②退場を命じられた選手は、次の１試合の出場を停止する。 
その後の処置については、大会規律・フェアプレー委員会で決定する。 

③大会期間中、累積警告が２回となった選手は本大会の次の１試合に出場できない。 
④試合開始時間に遅れたチームは、いかなる理由でも不戦敗扱いとする。 
又、棄権したチームは、来年度の本大会に出場できない。その後の処置については、本大会 
規律・フェアプレー委員会が裁定する。 

 
◇参加申込 ①選手の参加申込は３０名以下とする。 

監督が選手として出場する場合はこれに含まれていなければならない。 
②参加申込書提出後の選手エントリーの変更は一切認めない。 

③参加料は、8,000円とする。（１６チーム決定及び組合せ抽選会時に持参のこと） 
④エントリー表を 平成２６年６月１４日必着にて下記宛に郵送すること。 
〒861-4101 熊本市南区近見4丁目9-49-312  竹内 篤  TEL096-326-0464 携帯080-3987-9566 

                          
◇16ﾁｰﾑ決定及 日 時：平成２６年５月２５日（日）１８：００～（受付 17:30～時間厳守 抽選は受付順）   
  び組合せ抽選会   場 所：パークドーム２Ｆ会議室 

熊本県民総合運動公園内 
 

◇表  彰 優勝及び準優勝チームには表彰状を授与する。 
優勝チームにはＲＫＫ杯を授与し次回まで保持させる。 
準優勝チームには準優勝楯を授与する。 

 
◇服  装 正・副のユニホーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）はそれぞれ異色のものを用意し、 

 必ず２着とも試合会場に持参すること。 
 
◇経  費 大会の諸費は共催者が負担する運営費及び各チームが納める参加料で運営する。 
そ の 他 ①本大会優勝チームは九州大会への参加の義務（旅費等はチーム負担）を負うものとする。  
         (９月１４日（日）・１５日（月）沖縄県) 

②九州大会出場チームのうち、九州大会の上位２チームは全国大会への参加の義務（旅費等はチ
ーム負担）を負うものとする。（１１月１日～４日 東京） 

③主催者は、選手の競技中の負傷、疾病等には一切の責任を負わない。尚、参加者は健康保険証
を持参し、スポーツ傷害保険に加入していること。 

④会場設営は１試合目の両チームで、後片付けは最終試合の両チームで行うこと。 
⑤審判は帯同審判で行うが、審判手当は一切支払わない。 


